
付 議  第 ９ 号 

 

 

高知県立特別支援学校学則の一部を改正する規則議案 

 

 

 高知県立特別支援学校学則（平成３年高知県教育委員会規則第２号）の一部を

別紙のとおり改正することについて、議決を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高知県教育委員会事務委任等規則（平成４年教育委員会規則第１号） 

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。 

 (３) 規則及び訓令を制定し、又は改廃すること。 

 












